
改正労働基準法等について

秋田労働局・能代労働基準監督署



本日の目次

1

労働条件の明示について
（令和６年４月１日から施行）
労働時間の上限規制について
過重労働について
年次有給休暇について
相談窓口のご案内



労働条件の明示について
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労働条件の明示について
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前提の話
労働者を雇用する場合は、必ず
労働条件を通知しなければならな
い（求人票とは違います︕）。

正社員、パート、バイト、契約社
員等々全ての労働者に個々に交
付しなければならない。
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時間外労働の上限規制について
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改正前 改正後
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■そもそも時間外労働・休日労働とは・・・
・時間外労働：1日8時間，1週40時間を超える労働

・(法定)休日労働：週1日の休日もなくなる労働

※例え１分でも１日８時間、１週４０時間を超過すれば時間外労働



時間外労働の上限規制について
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時間外労働の上限は原則として、
・月４５時間（月４２時間）
・年３６０時間（月３２０時間）

特別条項を設けた場合、
・時間外労働が７２０時間以内
・時間外労働が月４５時間（月４２時間）を超えることができるのは年６回が限度
・時間外労働と休日労働の合計が単月で１００時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、２～６か月平均がいずれも１月当たり８０時間以内

1年単位の変形
労働時間制
採用企業

通常期 間

42時間45時間1か月

320時間360時間1年

（参考）



時間外労働の上限規制について
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時間外労働と休日労働の合計が単月で１００時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、２～６か月平均がいず
れも１月当たり８０時間以内

各労働者ごとの時間外労働と休日労働時間については日々把握し、
上限時間を超過しないよう管理が必要

時間外労働と休日労働の合計が９０時間となった、、、
⇒次の月は７０時間までに抑えなければならない。またそれ以降についても３、４、
５、６か月平均で８０時間以内としなければならない
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過重労働について
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過重労働について
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1か月100時間超え
又は２～６か月平均 80時間
超え残業・休日労働の場合

高

1か月４５時間以下
残業・休日労働の場合

低

健康障害リスク

残業が長くなると…過労死や自殺につながる。
健康障害や精神障害などが発症しやすい。
医師の面接指導などが必要になる。



年次有給休暇について
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６年
６か月
以上

５年
６か月

４年
６か月

３年
６か月

２年
６か月

1年
６か月

６か月
継続勤務
年数

２０日１８日１６日１４日１２日１１日１０日
付与
日数

① ８割以上の出勤。
② 取得すれば出勤扱い。
③ 時効は２年。

労働者からの請求
があれば与えないと
なりません。

 「働き方改革」では付与日数が10日以上の労働者に年５日の

年次有給休暇の取得が使用者に義務づけられました。
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年次有給休暇について



週所定労働日数が４日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

継続勤務年数１年間の
所定労働日数※

週所定
労働日数 6.5以上5.54.53.52.51.50.5

15日13日12日10日９日８日７日169日～216日４日

付与
日数

11日10日９日８日６日６日５日121日～168日３日

７日６日６日５日４日４日３日73日～120日２日

３日３日３日２日２日２日１日48日～ 72日１日

パートタイム労働者でも付与日数
が１０日以上の人もいます。
その場合も５日分を付与しないと
なりません。
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年次有給休暇について
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■年次有給休暇管理簿の例
こちらの秋田労働局HPからダウンロードできます︕ →
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相談窓口のご案内
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無料

相談窓口のご案内
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各労働基準監督署（県内に６箇所）では、「労働時間
相談・支援班」が、下記の相談内容に応じます。
受付時間：８時３０分～１７時１５分
（土・日・祝祭日を除く）

・改正労働基準法等に関する内容
・事業主からの時間外･休日労働協定（36協定）を含む
労働時間制度全般
・変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入
・長時間労働の削減に向けた取組

を利用してみませんか︖

相談内容
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相談窓口のご案内


